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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　媒体搬送システムであって、
　駆動ローラとアイドラローラを含み、各ローラが対応する駆動シャフトとアイドラシャ
フトのそれぞれに取り付けられ、両前記ローラが接触してニップを構成する、ローラシス
テムと、
　前記ニップへ、後縁と、前縁とを有するシート媒体を案内するように位置決めされるバ
ッフルであって、前記バッフルを前記ローラシステムに対して正確に位置付けるために前
記駆動シャフトと前記アイドラシャフトの少なくとも一つに枢動可能に連結されているバ
ッフルと、
　を含み、
　前記バッフルが前記シート媒体を方向付けるための引込みガイドと、前記引込みガイド
の角運動を抑制するため、前記引込みガイドの一部とかみ合うスロットとを含み、
　前記引込みガイドが、少なくとも前記ニップ内で前記駆動ローラ及び前記アイドラロー
ラに接するニップ接平面まで延出している延出部を含み、
　前記延出部が、前記シート媒体の搬送に際して前記ニップに対して搬送方向上流側で前
記シート媒体の前記前縁に接触し、前記前縁を前記ニップに方向付ける、ことを特徴とす
る、
媒体搬送システム。
【請求項２】
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　前記引込みガイドが、前記バッフルの残り部分に対して、ある角度で位置決めされる、
請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記引込みガイドが、前記駆動シャフト又は前記アイドラシャフトの少なくとも一つに
スナップオンするように適合されたスナップオン要素を更に含む、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項４】
　前記引込みガイドが前記バッフルに更に連結される、請求項１のシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、媒体搬送システムに係り、より詳細には、紙処理のための改良されたニップ
リードイン（引込み）システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　複写機、プリンタ、及びファクシミリ機などの画像形成装置は、媒体搬送経路に沿って
媒体を案内し、駆動するために、バッフル、駆動ローラ、及びアイドラ・ローラを用いる
媒体搬送システムを含む。バッフルは、一般に、シートメタル又はプラスチックによって
作られ、切り抜き部を含む。駆動ローラ及びアイドラ・ローラは、これらの切り抜き部を
介して突出し、一対のローラによって形成されるニップを介して、媒体を駆動（搬送）す
る。シート前縁とニップローラが接触することによって、バッフルからニップローラまで
の配置形状、媒体剛性、及び厚みなどが要因となって、異なる大きさのトルクスパイク（
急増）が生じることは知られている。従って、バッフルがシートをニップの接平面内へ円
滑に案内して、シート妨害及びシート駆動によるトルクスパイクの発生を最小限にするよ
うに、バッフルからニップローラまでの媒体の入り込みの配置形状を構成することが望ま
しい。
【０００３】
　湾曲媒体搬送において、折畳み式ダンボール箱包装に用いられるような非常に堅く、厚
さ又は重さのある媒体を搬送している間は特に、シートの前縁が外部バッフルに対して自
然に偏向する傾向がある。このような自然な偏向は、シートのニップへの最適な入り込み
を確実とするために、外部バッフル表面近傍でニップ接平面を位置決めする際に有利に使
用することができる。しかしながら、実際に用いられているシステムにおいては、長さ、
平面度、偏向、及びニップローラに関連する位置決めなどのバッフル特性は、バッフルに
対して公差を引き出し、結果的に、バッフルに対するニップの最適な位置決めを制限する
。バッフル表面の下にニップを配置させることは望ましくないので、ニップは、システム
の公差の全体量に基づいた大きさだけ、名目上、バッフル表面より上に配置する必要があ
る。媒体搬送モジュールやバッフルの製造業者は、個々の公差を調整するだけでなく、負
荷を掛けている間も偏向しない精密で、平坦で、剛性のある部品を製造するために、バッ
フルに対して補剛材（スティッフナー）を追加することによって、厳密な全体的公差を達
成しようと努力してきた。しかしながら、このような手段を用いた場合、媒体搬送システ
ムの製造に時間が掛かり、また、製造コストも高いという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、シートをニップへ最適に案内するための比較的単純であまり製造費用が掛から
ない装置によって、媒体搬送経路に沿ってシートを搬送するために必要な駆動力を削減す
ると共に、コスト削減につながる製造方法と公差を実現することが切望されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の一つの態様は、媒体搬送システムであり、媒体搬送システムは、各々が対応す
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る駆動シャフトとアイドラ・シャフトのそれぞれに取り付けられると共にニップを形成す
る駆動ローラとアイドラ・ローラを有するローラ・システムを含む。媒体搬送システムは
、シート媒体をニップへ案内するように位置決めされたバッフルを更に含む。バッフルは
、ローラ・システムに対してバッフルを正確に配置するために、ローラ・システムに連結
されている。バッフルは、駆動ローラとアイドラ・ローラの接触によって形成されるニッ
プへシート前縁を方向付けるために、少なくとも一つの引込みガイドを更に含む。
【０００６】
　本発明の更なる態様は、ローラ・システムと、シートをローラ・システムへ案内するよ
うに位置決めされる少なくとも一つのバッフルと、バッフルとローラ・システムの両方に
連結される少なくとも一つの引込みガイドを含む媒体搬送システムに関する。ローラ・シ
ステムは、ニップを形成する駆動ローラとアイドラ・ローラを更に含み、ローラが駆動シ
ャフトとアイドラ・シャフトのそれぞれに取り付けられる。バッフルに対してある角度を
成して配置されている引込みガイドは、ニップに対して、シート前縁を方向付ける。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明の実施の形態による、引込みガイドを含む湾曲した媒体搬送システムを示
す図である。
【図２】他の実施の形態による、二本の引込みガイドを用いる平坦な媒体搬送システムを
示す斜視図である。
【図３】ローラシャフトによって位置決めされるスナップオン式の引込みガイドを示す斜
視図である。
【図４】一実施の形態による、媒体搬送システムを示す立面図である。
【図５】一実施の形態による、引込みガイドの角度移動を制限するための分離した構成要
素を含む媒体搬送システムを示す図である。
【図６】更なる実施の形態による、引込みガイドの角度移動を制限するために用いられる
バッフル要素を含む媒体搬送システムを示す図である。
【図７】更に他の実施の形態による、引込みガイドの角度移動を制限するために用いられ
るバッフル要素を含む媒体搬送システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下の用語は、本明細書全体を通して使用され、本発明が明確且つ簡便に理解されるよ
うに定義されている。
【０００９】
　ニップ中心線：　駆動ローラとアイドラ・ローラによって形成される媒体搬送ニップ内
の駆動ローラとアイドラ・ローラに正接する線。中心線は、駆動ローラとアイドラ・ロー
ラの間の共通の接触点を通過する。
【００１０】
　ニップ接平面：　ニップ中心線に位置合わせされた線又は平面。
【００１１】
　バッフル平面度：　バッフルの真直度。
【００１２】
　バッフルからフレームまでの距離：　バッフルをサイドフレームに取り付けるか又は配
置することによる公差の原因。
【００１３】
　フレームの穴から穴までの距離：　サイドフレーム内の駆動シャフトへのバッフルの取
付け又は配置に影響を与えるサイドフレーム内の公差の原因。
【００１４】
　シャフトからフレームまでの距離：　駆動シャフトをサイドフレームに取り付けるか又
は配置することによる公差の原因。
【００１５】
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　シャフト振れ：　駆動シャフトの偏心度又はシャフト真直度による公差の原因。
【００１６】
　シャフト偏向：　アイドラ・ローラによって負荷を掛けた時、駆動シャフトの偏向によ
る公差の原因。
【００１７】
　ロール直径：　駆動ローラの直径公差による公差の原因。
【００１８】
　引込みガイドをシャフトへ取り付ける：　引込みガイドを駆動シャフトに取り付けるか
又は配置することによる公差の原因。
【００１９】
　引込みガイドの公差：　引込みガイドの製造公差による公差の原因。
【００２０】
　ニップ入り込み：　駆動ローラがバッフル表面から突出する距離。
【００２１】
　更に、以下の記載において、用語「媒体」、「シート」、「印刷媒体」、又は「シート
媒体」は、紙、プラスチック、ダンボール紙、又は、予めカットされているか、又は、最
初はウェブ形状で送られ、その後にカットされるか否かに関わらず、印刷に用いられる他
の適切な物理的基体をいう。
【００２２】
　画像形成装置における媒体搬送システムは、媒体搬送経路に沿ってシートを方向付ける
ために一組以上のバッフル及びローラを用いる。本発明は、ニップの接平面に対して、シ
ートを正確に案内するために、一対のニップローラの少なくとも一つのローラシャフトに
連結される少なくとも一つの引込みガイドを含むバッフルシステムについて記載する。引
込みガイドがローラシャフトに装着され、ローラシャフトに沿って移動する時、引込みガ
イドは、バッフル、シャフト、及びフレーム構成部品の製造公差、バッフル平面度の欠陥
、バッフル偏向、シャフト偏向、シャフトの振れなどの要因によって生じる位置的なばら
つきの影響をあまり受けない。結果的に、重さのある媒体を搬送する場合でも、前縁のニ
ップへのシート媒体の最適な入り込み（エントリ）が確実とされることよって、媒体搬送
システムによって必要とされる駆動力が、大きく削減される。
【００２３】
　従来の媒体搬送システムは、一組のニップローラによって形成されるニップへシートを
案内するためにバッフルを用いる。一般に、バッフルは、シートメタル又はプラスチック
製のもので、市場優先志向の制限されたコスト範囲において装置を製造する必要がある時
は、特に、バッフルの長さに沿って絶対的な平面度を維持することは、難しい課題となる
。また、バッフルへローラを位置決めすることは、個々の構成部品に付与される公差がば
らつきの蓄積を生じるので、かなりのばらつきを伴う。このように、バッフルの位置決め
、バッフルの平面度、バッフルの偏向、ローラシャフトの真直度、又はシャフトアセンブ
リのＴＩＲ（Ｔｏｔａｌ Ｉｎｄｉｃａｔｅｄ Ｒｕｎ－ｏｕｔ：振れの公差）などの要因
に関わる個々の公差が蓄積され、ニップに接近するシートの実際の位置において大きなば
らつきを引き起こす。
【００２４】
　これは、外部バッフルの内面に対してシートの前縁が乗るような湾曲した媒体搬送経路
において、深刻な問題となる。実際、シートを円滑にニップの接平面へ案内できるように
、ニップの位置が外部バッフルの内面に接近していることが理想的であるが、重量のある
又は厚さのある媒体を駆動する場合は特に、この理想的な相対的な位置決めからの偏向は
いずれも顕著なトルクスパイク（急上昇）を生じる。このようなトルクスパイクは、ニッ
プの接平面に向かってバッフルする（方向を変える）湾曲した媒体経路の周辺にシートを
きちんと搬送することによって、削減又は回避することができる。
【００２５】
　図１は、本発明に記載されている媒体搬送システム１００の一実施の形態を示している
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。このシステムは、駆動ローラ１０２とアイドラ・ローラ１０４を含む一組の荷重ニップ
ローラから成るローラ・システムを含む。駆動ローラ１０２とアイドラ・ローラ１０４は
、ニップ１０６において互いに負荷を掛けて、シートを挟持し、湾曲した媒体搬送経路に
沿って搬送するように作用する、相互の垂直力Ｎを付与する。ローラ１０２、１０４は、
それぞれ、対応する駆動シャフト１１０及びアイドラ・シャフト１１２に取り付けられる
。当業者は、これらのシャフトのいずれか又は両方が駆動して、ニップ１０６を介してシ
ートを案内することを理解するであろう。
【００２６】
　更に、媒体搬送システム１００は、一般に媒体搬送フレーム（図示しない）に取り付け
られる外部バッフル１１４を含む。外部バッフル１１４は、駆動シャフト１１０によって
位置決めされ、外部バッフル１１４へ取り付けられてその回転が制限される、引込みガイ
ド１０８を更に含む。引込みガイド１０８は、駆動シャフト１１０と共に移動するので、
シャフトの真直度や振れ、バッフルの取付け公差、バッフルの偏向、又はバッフルの平面
度におけるばらつきなどの要因による公差によってあまり影響されない。連結フランジ１
１８は、引込みガイド１０８から駆動シャフト１１０まで延在し、図示されているように
、駆動シャフト１１０にスナップ留めされるように用いられるスナップオン要素１２０に
おいて終端する。また、引込みガイド１０８は、スロット１１６又は外部バッフル１１４
内の他の好適な特徴に連結される。このような連結が、引込みガイド１０８の駆動シャフ
ト１１０周りでの回転動作を制限し、外部バッフル１１４が駆動シャフト１１０に対して
変位している間も、ニップ１０６に対する引込みガイド１０８の正確な位置決めを可能と
する。外部バッフル１１４が駆動シャフト１１０に連結される方法が、図２を参照するこ
とによって、以下により詳細に示されている。引込みガイド１０８は、外部バッフル１１
４の残り部分に対してある角度を成して配置されるランプ（傾斜面）を更に含み、この角
度は、ニップ１０６の接平面に実質的に近接するシートを案内するように決定される。図
１には示されてはいないが、この引込みガイドの側面部は、ニップローラの曲率に合うよ
うに、任意に外形付けられ、ニップの接触点まで延出することができる。
【００２７】
　図２は、本発明の実施の形態による、他の媒体搬送システム２００を示している。この
システムは、駆動シャフト１１０とアイドラ・シャフト１１２のそれぞれに連結される二
本の引込みガイド１０８と２０２を用いる。連結フランジ１１８、２０８は、引込みガイ
ド１０８及び２０２の各々からそれぞれのシャフトまで延出し、図示されているように、
駆動シャフト１１０とアイドラ・シャフト１１２のそれぞれをスナップオンするように用
いられるスナップオン要素１２０、２１０において、終端する。図２には示していないが
、引込みガイド１０８、２０２は、ニップまで媒体をずっと案内するために、ニップ接平
面へ、そして、ニップ中心線へ、任意に延出することができる。スナップオン要素１２０
、２１０は、引込みガイド１０８、２０２を、ローラ１０２、１０４に対して、正確に位
置決めできるようにし、ニップ１０６の接平面へシートを正確に案内することができる。
引込みガイド１０８、２０２は、外部バッフル１１４、２０４のそれぞれの内部に存在し
ているスロット１１６、２０６に連結されることによって、回転が制限される。図示され
ている実施の形態では、引込みガイド１０８、２０２の角度移動を制限するために、スロ
ット１１６、２０６を用いているが、角度移動を制限するために、いくつかの他の調整も
適用可能であることは、当業者にとって明確であろう。例えば、図５～図７は、いくつか
の更なる実施の形態による、引込みガイド１０８、２０２に対して反回転特性を提供する
ために調整される引込みガイドを示している。
【００２８】
　引込みガイド１０８及び２０２を駆動シャフト１１０及びアイドラ・シャフト１１２の
それぞれに直接取り付けることは、公差蓄積の問題、即ち、複数の構成要素に付与される
公差によって生じるばらつきの蓄積という良く知られている影響に取り組むものである。
一般的な媒体搬送アセンブリは、バッフルが固着され位置決めされ、駆動ローラシャフト
が取り付けられる一対のサイドフレーム（図示しない）を使用する。アイドラ・シャフト
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１１２は、駆動ローラ１０２の反対側に位置決めされ、一般に駆動ローラ１０２に負荷を
掛ける。従来の技術において、一般的に知られている構造において、バッフルの平面度、
シャフトの真直度、及びローラの直径だけでなく、静的及び動的両方のシャフト偏向など
の多数の要因が、バッフル引込みからニップ平面までの終端位置において、公差及びばら
つきの蓄積の原因となっている。図４に関して、詳細に説明されているように、本発明の
構成によって、これらの問題を回避できる。そこで、媒体搬送システム１００は、様々な
構成要素の製造公差の高コストな調整を必要とせずに、より厳密なバッフル引込みからニ
ップ平面までの間隔公差と、湾曲しているか又は平坦かに関わらずに任意の媒体搬送経路
に沿ったシートの移動のより良好な調整と、を提供することができる。
【００２９】
　ニップ１０６の接点に実質的に接近するように、引込みガイド１０８、２０２を位置決
めすることによって、ローラシャフト偏向又は引込みガイドの部品公差に無関係な要因に
よって生じる公差のばらつきによる影響を大幅に削減することができる。分析によれば、
このような引込みガイドを用いた場合、湾曲した媒体搬送経路において、重量のある媒体
を搬送している間に必要とされる駆動力の量が、従来の湾曲バッフル搬送と比較して、約
４０％、削減されることがわかった。これによって、媒体搬送システム１００は、駆動力
を削減することを可能とし、シートに課す応力を少なくし、作業ノイズを削減する。
【００３０】
　図３は、媒体搬送システム３００において、シートを駆動ローラ１０２へ案内するため
のスナップオン式引込みガイド３０２を示す斜視図である。図３は、単一の駆動ローラ１
０２を示しているが、実用システムにおいて、駆動ローラ１０２は、他のローラに隣接し
て位置決めされ、媒体搬送経路に沿って、シート媒体を搬送するためのニップを形成する
ことができる。引込みガイド３０２は、ニップ接平面につながるランプ３０４と、引込み
ガイド３０２を駆動ローラ１０２の駆動シャフト１１０に連結する一対の支持ガイド３０
６及び３０８を含む。支持ガイド３０６及び３０８は、駆動ローラ１０２を跨ぎ、ニップ
の中心線まで、或いは、中心線を超えて、延出し、媒体をニップの接平面へ正確に案内す
る。ニップ正接線に対するランプ面３０４の垂直又は角度位置におけるばらつき、バッフ
ル平面度の欠陥、又は、ニップと引込みガイド３０２の先端の間の距離などのいくつかの
要因が、システムの公差の原因となる。支持ガイド３０６、３０８が、引込みガイド３０
２が、駆動シャフト１１０と一緒に移動することを確実にするので、公差の値に対するこ
れらの要因の発生原因が取り除かれるか又は大幅に削減される。媒体搬送システムにおけ
る公差値に影響を与えるいくつかのこのような要因が、以下の図４の説明に関連して詳細
に記載されている。スナップオン式の引込みガイド３０２は、より厳密な公差値を付与し
、媒体搬送システムにおいて、必要とされる駆動力を削減することができる。また、様々
な実施の形態において、引込みガイド３０２は、シートメタル、プラスチック一体成形品
、又は、他の好適な構造を用いて、形成することができ、製造コストを削減することがで
きる。
【００３１】
　図４は、本発明の一実施の形態による、他の媒体搬送システム４００を示している。媒
体搬送システム４００は、ニップ１０６を形成するローラ１０２、１０４と、媒体搬送経
路に沿ってシートを案内するための外部バッフル１１４、１１５と、を含む。外部バッフ
ル１１４は、大きい方のバッフル要素４０６と、駆動ローラ１０２の駆動シャフト１１０
に連結された小さい方の引込みガイド１０８と、を更に含む。引込みガイド１０８は、外
部バッフル１１４の残りの部分に対してある角度で形成され、ニップ１０６へ向けてシー
トを案内するためのランプ４０８を含む。ランプ角度θ、ランプ終端部とニップ中心線４
０４の間の距離、及びランプ終端部とニップ接平面４０２の間の距離などのいくつかの要
因が、ニップ１０６の接平面に実質的に近接するシートを正確に案内するために注意深く
求められる。また、ニップ１０６に対して引込みガイド１０８を正確に位置決めすること
によって、最適なニップの入り込みを確実とするために、引込みガイド１０８の角度位置
が、引込みガイド１０８を外部バッフル１１４のスロット１１６へ係合することによって
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制限される。他の実施の形態において、引込みガイド１０８は、引込みガイド１０８の回
転を制限するために、大きい方のバッフル要素４０６上に提供される一つ以上の他の要素
を含むことができる。
【００３２】
　引込みガイド１０８は、引込みガイド１０８とニップローラの相対的な位置決めによっ
て生じる公差値を最小とするために、駆動シャフト１１０に連結され、ニップ接平面４０
２まで延出する、少なくとも一つの側面支持体４１０を更に含む。公差値の最小化によっ
て、ランプ終端部からニップ平面までの間隔の最小化、さらに、媒体搬送システム４００
に必要とされる駆動力の量の最小化が可能となる。特に湾曲した媒体搬送経路上において
、ニップ１０６を介してシートを駆動するために必要とされる駆動力は、外部バッフル１
１４とニップ平面又は引込みガイドからニップまでの配置形状との間の相対的な位置決め
に依存する。これによって、引込みガイドからニップまでの配置構造のいくつかの設計特
性が公差の値に影響を与え、従って、媒体搬送システム４００に必要とされる駆動力の量
にも影響を与える。
【００３３】
　重要な設計特性は、ランプ角度のばらつき、ローラ直径、シャフトの振れ、シャフトの
偏向、シャフトの真直度、バッフルの平面度、ランプ終端部からニップ平面までのギャッ
プ、及び、二つの対向ガイドを有するシステムのためのランプ先端からランプ先端までの
ギャップを含む。例えば、ランプ終端部からニップ平面までのギャップは、ニップの接平
面へシートを正確に駆動するために必要とされる駆動力を制限するために、最小と摺る必
要がある。支持体４１０がニップ中心線４０４を越えて延出するように設計することによ
って、シートがニップの接平面４０２に実質的に接近して案内されることを確実にする。
このように、支持体４１０は、シートの前縁がランプ終端部を通過した後でも、シート媒
体の前縁をニップ内へ及びニップ接触点を介して案内することによって、シートの移動の
調整を改良する。
【００３４】
　表１は、従来の方法と致命的な公差の蓄積を削減するために、本発明の技術の効果を実
証するための、本発明による媒体処理搬送体の構造に対して、一般に達成される製造公差
のリストである。従来のバッフルと本発明の引込みガイド１０８を有するバッフルに対す
る重要な特徴が挙げられ、それぞれ、公称の公差値と平方根（ＲＳＳ）の公差蓄積値を示
している。表１の測定値によって示されているように、本発明の引込みガイドを用いた場
合、引込みガイド１０８とニップ１０６の間に生じる公差がきわめて小さい。これは、最
悪の公差の条件下でも、ニップ１０６が引込みガイド１０８より下がるというリスクを犯
すことなく、ニップ１０６が、名目上、引込みガイド１０８の先端に接近するように位置
決めされることを意味する。一方、従来の設計では、最悪の公差条件において、ニップ１
０６が外部バッフル１１４の下に配置されないことを確実とするために、ニップ１０６が
、名目上、外部バッフル１１４よりかなり上に位置決めされる必要があった。
【００３５】
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【表１】

表１－公差に影響を及ぼす要因
【００３６】
　ここで、ニップ入り込みは、外部バッフル１１４より上のニップ・ローラのうちの１つ
の高さになるように画定され、最適なニップ入り込みは０．２ｍｍであると、想定される
。表１の測定から、従来のバッフル設計が、ＲＳＳ公差に基づいて、ざっと、１．５ｍｍ
＋／－１.３ｍｍ、又は、０．２ｍｍ～２．８ｍｍのニップ入り込みを必要とすることが
分かる。２.８ｍｍ（最適ニップ入り込みより２．６ｍｍ大きい）ニップ入り込みの設計
は、シート媒体の前縁がローラ１０２と１０４の間へぶつかる原因となり、極めて望まし
くないトルク急増が生成される。これに対して、本発明のシャフト取り付け式引込みガイ
ド１０８を含む外部バッフル１１４の場合、ガイドが駆動シャフト１１０に、直接、連結
されるので、０．４ｍｍの＋／－ ０．２ｍｍ、又は、きっかり０．２～０．６ｍｍ（最
適のニップ入り込みより０．４ｍｍだけ大きい）のニップ入り込みが得られる。これらの
実施例において、最小ギャップは、０．２ｍｍに設定され、公称のギャップは、０．２ｍ
ｍ＋計算後のＲＳＳ公差に設定される。このように、改良された設計によって、公差が削
減され、最大のニップ入り込みが達成される。
【００３７】
　支持体４１０とランプ４０８の先端がニップ接平面４０２まで延びる実施の形態におい
て、重さ又は厚みのある媒体に対しても、公差値が極めて低いため、媒体搬送システムに
おいて必要とされる駆動力が低い量へと変換することができる。更に、引込みガイド１０
８は金属又はプラスチックから製造することができるので、製造コストをかなり低く抑え
ることができる。このように、媒体搬送システム４００において引込みガイド１０８を用
いることによって、同じ装置において様々な種類の媒体を取り扱うための許容範囲が広く
なる。
【００３８】
　図５～図７は、ローラシャフトに連結された引込みガイドの角度移動を制限するために
用いられるバッフル要素を含む媒体搬送システムの様々な実施の形態を示している。角度
移動の制限によって、二つのローラによって形成されるニップ間へのシート媒体を最適な
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入り込みを確実とするために、ニップ・ローラに対する引込みガイドの正確な位置決めを
可能とする。図５～図７の各図に示されている引込みガイドを除いて、媒体搬送システム
の構成は、図１に関して説明されている媒体搬送システム１００の構成と同様である。
【００３９】
　図５は、引込みガイド５０２を含む媒体搬送システム５００を示している。引込みガイ
ド５０２は、ランプ５０６、本発明の引込みガイド５０２の所定の角度位置を設定するた
めにクロスブレース（筋交い）５１０にぴったり合うように作られたスロット５０８と、
引込みガイド５０２が駆動ローラ１０２の駆動シャフト１１０にスナップオンできるよう
にするための開口５０４と、を含む。スロット５０８及び筋交い５１０は、いったん引込
みガイド５０２が駆動シャフト１１０にスナップオンすると、これ以上、角度移動しない
ことを確実とする。このように、引込みガイド５０２の位置は、ニップ１０６の接平面に
シートを正確に案内するために、ニップ接平面４０２に対して略固定されたままである。
【００４０】
　同様に、図６は、他の実施の形態による、スナップオン引込みガイド６０２を含む媒体
搬送システム６００を示しており、スナップオン引込みガイド６０２は、外部バッフル１
１４に連結された少なくとも一つの締結要素６０４を更に含む。締結素子６０４は、引込
みガイド６０２の角度移動を制限するために、引込みガイド６０２の少なくとも一つの嵌
め合わせ受容特性６０８にぴったり嵌入するように寸法決定される。
【００４１】
　図７は、更に他の実施の形態による、引込みガイド７０２を含む媒体搬送システム７０
０を示しており、引込みガイド７０２は、外部バッフル１１４と一体形成された少なくと
も一つのストッパ７０４を更に含む。駆動ローラ１０２の正接面に沿って位置合わせされ
た時、ストッパ７０４は、引込みガイド７０２と対応するバッフルローラのギャップの角
度配向によって生じた公差の影響を最小限にする。また、引込みガイド７０２は、画像形
成装置における紙詰まりの除去を容易にするためにストッパ７０４に負荷を掛けるバネで
あってよい。図５～図７は、様々な実施の形態による、ローラシャフトに連結される引込
みガイドの角度移動を制限するために用いられるバッフル要素を示しているが、引込みガ
イドの角度移動を抑制するために他の手段を用いてよいことは、当業者によって容易に理
解されよう。
【符号の説明】
【００４２】
１００：媒体搬送システム
１０２：駆動ローラ
１０４：アイドラ・ローラ
１０６：ニップ
１０８：引込みガイド
１１４：外部バッフル
１１８：連結フランジ
１２０：スナップオン要素
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